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下
水
道
は
重
要
な
都
市
施
設

「
下
水
道
完
全
普
及
ま
で
あ
と
一
歩
」

下
水
道
は
、
私
た
ち
が
健
康
で
文
化

的
な
生
活
を
送
る
た
め
に
欠
く
こ
と
の

で
き
な
い
大
切
な
都
市
施
設
で
す
。

足
立
区
は
、
東
京
都
と
共
に
昭
和
4
8

年
度
か
ら
下
水
道
整
備
を
重
点
的
に
進

め
て
き
ま
し
た
が
、
平
成
7
年
3
月
末

の
区
内
の
普
及
率
は
9
7
%に
な
り
ま
し

た
。ま

た
、
浸
水
対
策
面
で
重
要
な
役
割

を
担
う
熊
の
木
ポ
ン
プ
所
が
平
成
5
年
1
2

月
に
運
転
を
開
始
し
、
足
立
区
西
部

地
域
で
は
、
現
在
、
宅
地
や
道
路
の
雨

水
を
下
水
道
管
に
取
り
入
れ
る
た
め
の

工
事
を
進
め
て
い
ま
す
。
同
時
に
。
道

路
わ
き
に
あ
る
水
路
を
、
親
水
水
路
や

緑
道
な
ど
と
し
て
再
生
さ
せ
、
「
と
き

め
き

ゆ
と
り

水
辺
の
ま
ち

足
立
」

の
実
現
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

足
立
区
は
、
区
内
の
す
べ
て
の
地
域

が
快
適
で
安
心
し
て
生
活
で
き
る
ま
ち

と
な
る
こ
と
を
目
指
し
て
、
今
後
と
も

下
水
道
の
1
0
0
%普及
促
進
に
努
め
て
ま

い
り
ま
す
の
で
、
皆
様
の
ご
理
解
と
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。
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あなたに、快適な環境を運びます
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早く水洗便所が使えるように
足 立 区 の‘ y 水 道 方 式 にl j 合 流 式 と 分 流 式

と か あ9 ま す 合 流 式 と は 雨 水 と 家 庭 か

ら 禺 る 汚 水 を1* の ‾F永 通 管 に 分 流 式 と

は そ れ ぞ れ を 別 々 の' F 水 道 管 に 渣 す 方 式 で

す た だ し 、 分 流 式 地 域 で も、 足 立 区 の 西

部 地 滷 に つ い て! j 汚 水 先 行 方 式 を 採 川 し て

い ま す

汚 水 先 衍 方式 は 、 汚 水 管 と 雨 水 管 を 同 時

に直路に埋蔵しますが、翕● jは汚水曾のゐ
を使皿|して水洗便所の刊用を可能にし 兩
水管l j 鋤の本ポンプ所の完威にあわせて使

用するという螯鯔方式です したがって、
熊の本ポンプ所のー拓運転間蚰により こ

の地紋でも分流式に切りかえるため雨水を
取り入れる工本を升画的に行っています

● 分流式と合流式の区域

● 合流式の配管

● 分流式の配管

● 分流式( 汚水先行式) の配管

● 公共下水道普及率の推移 上図は足立区下水道計画および現況図です
( 平皮7年6月現在)
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* お願い 大雨の際の「ますブタのずらし」は、歩行者がつまずいたりして危険です。フタを開けないでください。
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公共 下で水道ができたら… …

下水道が使えるようになりますと、その区域は

水洗化できる区域として、東京都公報に告示され

ます。そして各家庭には東京都下水道局からチラ

シでお知らせします。同時 に、下水道料金を負担

していただくようにもなります。

水洗化できる区域のみなさんには、告示後3 年
以内に、くみ取り便所を水洗トイレに改造してい

ただかなければなりません。

これらの改造工事を行うには、相当の費用がか

かります。

そこで、足立区および東京都では、水洗化の普

及促進を図りみなさんの負担を少なくするため、

助成や融資あっせん制度を設けています。

工事は下水道局が指定する工事店に

助成・融資制度をご利用下さい

申

請

手

続

き

は

必

ず

工

事

着

工

前

に

し

て

く

だ

さ

い
。

さあ工事をしましょう

あなたのお住まいは?

<公道に面している> <私道に面している>

公共下水道につなぐ
私道の 下水道工事をし まし よう

私 道 排 水 設 備 助 成 制 度

足立区土木部計画調整課助成係へ
03( 3880) 5208

私 道 排 水 設 備 助 成 制 度

私道を利用している家庭では、下水を公共下水道
に流すため私道に排水設備が必要になります。この
排水設備をつくる場合一定の条件のもとに区から助
成金が受けられます。

水 道 整 備 助 成 制 度

水 道 整 備 助 成 制
私 道の簡易舗 装を希望 する方は工 事費の助成 が受

けら れます。

水洗化設備資金融資あっせん利子補給制度 水洗化設備資金融資あっせん利子補給制度

水洗 化工 事( 水洗便所 への改造、 浄化槽の切 り替

え 、排 水設備の設 置) にあ たり、資金 を一 時的に支出

す るの が困難 な方 に対 して、区では一 定の条件の も

とに融 資あ っせ んを行 い、利子の一部 を負担し ま夊
宅地内の工事をしましよう

あなたのお住いのトイレは?

<浄 化 槽>

浄化槽の廃止工事をしましょう

便器はそのま

ま使えます。

浄化槽の処理

と、宅地内の
排水管工事が

必要です。

水洗化設備資金融資あっせん利子補給制度

<く み とり>

水洗化工事をしましょう

便器の交換と

宅地内の排水

管工事が必要

です。

水洗化設備資金融資あっせん利子補給制度

東京都の水洗便所助成制度
東京都下水道局 北部第一管理事務所 業務課へ

03( 5680) 6334

東 京都 の 水 洗 便 所 助 成 制 度
く み取 り便 所を水洗化 する場合に 、東 京都から次

のよう な助成 金が受けら れます。( 必ず工事 をする稍

に申請し てください。手続 は工 事店が代 行します。)問
い
合
わ
せ

・
相
談
先

※ 雨水浸透施設の助成　足立区では、水害に強いまちづくりのために、皆様の宅地にも、雨水を地下へかえす「雨水浸透施設」の設置を
お願いしています。くわしくは、足立区土木部計画調登課 昔( 3880) 5201・5208へ。


